
	

な
で
ク
イ
ズ
の
答
え
を
考
え
た
り
、

低
学
年
の
友
だ
ち
を
励
ま
し
た
り
と

自
然
と
協
力
す
る
姿
が
見
ら
れ
る
な

ど
、
交
流
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
た

一
日
と
な
り
ま
し
た
。

　

た
つ
の
市
民
主
化
推
進
協
議
会

企
業
部
会
は
、
47
事
業
所
で
組
織
さ

れ
、「
人
権
が
尊
重
さ
れ
る
、
明
る
く

働
き
や
す
い
職
場
づ
く
り
を
め
ざ
し

て
」
を
テ
ー
マ
に
活
動
し
て
い
ま
す
。

10
月
に
開
催
し
た
第
２
回
企
業
部
会

で
は
、
関
西
大
学
社
会
学
部
の
内
田

龍
史
先
生
を
講
師
と
し
て
、
公
正
な

採
用
選
考
に
つ
い
て
研
修
を
行
い
ま

し
た
。

　
憲
法
で
保
障
さ
れ
た
権
利
を
も
と

に
応
募
者
の
人
権
を
尊
重
し
た
採
用

の
意
義
に
つ
い
て
話
さ
れ
ま
し
た
。

公
正
な
選
考
を
行
う
こ
と
は
、
各
企

業
や
事
業
所
の
発
展
に
欠
か
せ
な
い

と
改
め
て
認
識
を
深
め
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。

▼ 

人
権
教
育
推
進
課
（
☎
64
・
３
１ 

８
２
）

市民税・県民税・森林環境税（個人住民税）
　令和7年度から適用される市民税・県民税・森林環境税の主な税制改正は次のとおりです。

住宅ローン控 除 の 拡 充・延 長
子育て世帯および若年夫婦世帯における借入限度額の上乗せ
　以下のいずれかに該当する方が、認定住宅等の新築、または認定住宅等で建築後使用されたことのない
住宅の取得、若しくは買取再販認定住宅の取得をして、令和６年中に居住の用に供した場合、令和４・５年入
居の場合の水準が維持されます。
①年齢40歳未満であって、配偶者を有する方
②年齢40歳以上であって、年齢40歳未満である配偶者を有する方
③年齢19歳未満の扶養親族を有する方

市税課市税課からのからのお知らせお知らせ
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ゆ
め
ク
ラ
ブ
は
、
人
権
交
流
推
進

事
業
の
一
環
と
し
て
、
揖
保
川
町
の

３
つ
の
小
学
校
区
で
運
営
さ
れ
、
体

験
や
交
流
を
通
し
て
、
子
ど
も
た
ち

の
生
き
る
力
や
地
域
を
誇
り
に
思

い
、
お
互
い
の
人
権
を
尊
重
す
る
考

え
方
を
育
む
こ
と
を
目
的
に
活
動
し

て
い
ま
す
。

　
10
月
５
日（
土
）に
は
、
３
校
区
ゆ

め
ク
ラ
ブ
交
流
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
が

開
催
さ
れ
、
３
校
区
の
子
ど
も
た
ち

を
は
じ
め
地
域
や
保
護
者
の
方
な
ど

合
わ
せ
て
約
１
０
０
名
が
参
加
し
、

８
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
て
半
田

地
区
で
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
行
い

ま
し
た
。

　

当
日
は
、
秋
晴
れ
の
中
、
た
つ
の

市
内
で
一
番
高
い
建
造
物
で
あ
る
野

田
の
配
水
塔
、
国
指
定
重
要
文
化
財

の
永
富
家
住
宅
を
巡
り
ま
し
た
。

　
３
校
区
合
わ
せ
て
の
グ
ル
ー
プ
で

最
初
は
緊
張
気
味
で
し
た
が
、
み
ん

人
権
文
化
の
創
造
を
め
ざ
し
て

−

学
ぼ
う
人
間
の
尊
厳

−

た
つ
の
市
民
主
化
推
進
協
議
会

企
業
部
会
の
取
り
組
み

３
校
区
ゆ
め
ク
ラ
ブ
交
流
フ
ェ

ス
テ
ィ
バ
ル

▶ 市税課（☎64・3145）

住宅の区分 借入限度額（改正前） 借入限度額（改正後）
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 4,500万円 5,000万円

ZEN水準省エネ住宅 3,500万円 4,500万円
省エネ基準適合住宅 3,000万円 4,000万円

新築住宅の床面積要件の緩和
　新築住宅の床面積要件を40m2以上に緩和する措置（合計所得金額1,000万円以下の年分に限る）につい
て、建築確認の期限が令和６年12月31日（改正前：令和５年12月31日）に延長されます。

※住宅ローン控除の適用条件等について詳しく
は、国土交通省ホームページをご覧ください。

住宅ローン

自動車ローン

カードローン

▶ 納税課（☎64・3214）

1212月は月は税金の徴収強化月間税金の徴収強化月間ですです
市税などの納め忘れはありませんか？

　市税は、市民の皆さまの生活を支え、より良いまちづくりを進めるための大切な財源です。多くの方は納期
限までに市税を納税していただいておりますが、残念ながらさまざまな理由で滞納されている方もいます。
　たつの市は、市税を納税する資力や能力があるにも関わらず納税していただけない方、市への相談もなく、
そのまま放置されている方には、法律に基づき滞納処分を実施しています。
　また、たつの市は、財源確保と納期限内に納税されている方との公平性を保つため、兵庫県と連携し、市・
県民税をはじめとする税金の徴収強化に取り組みます。

●滞納処分とは
　納期限内に納税されないときは、督促状や催告書を送付します。
　市では、事情もなく納税しない滞納者に対して、財産調査（捜索含む）を行った上で、法律に基づき、預貯
金・給与・不動産・生命保険・自動車・売掛金等の財産を差し押さえる滞納処分を行っています。

●滞納処分の流れ

～未納のまま放置せず、納税課までご相談を！～
納期限内の納税が困難な方は、まずはご連絡ください。

督促状の発送
財産
差押え

換価
（公売・強制取立）

財産調査（捜索含む）
年金手

帳 年金手帳

　滞納処分のために
必要があれば、職員
が滞納している方の
自宅などに立ち入り、
発見した財産を差し
押さえます。
　捜索により差し押
さえた財産はインター
ネット公売などで換価
し、滞納市税に充て
ています。

各種ローンを優先する
行為は納税できない
理由にはなりません！

●捜索の実施

収支の見直し、返済期間の延長、
毎月の返済額の減額、債務整理
等を検討してください。

督促状

国土交通省ホームページ
はこちらから
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